
要 件

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金(パート・アルバイト等の非正規雇用者を含む)が申請時の地域別最低賃金
より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても補助金の交付は行いません。
（申請後に申請類型を変更することはできません。）なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達
している場合は、現在支給している(申請時)事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
如何なる場合も、虚偽の記載等が判明した場合は、返還対象となります。

事業者（企業）のそれぞれの事業場（店舗等）における、パート、アルバイト等の非正規雇用者を含む労働者です。
※下記含まれない対象者を除く全ての従業員の賃金台帳を提出する必要があります。
※申請、実績報告時点において、従業員がいない場合は、賃金引上げ枠の対象となりません。

■含まれない対象者 ・・・代表者、役員、専従者、※特例許可制度の適用を受けた従業員、派遣社員（事業所が派遣先）
■派遣社員 ・・・事業所が派遣先 ⇒対象外（直接雇用ではなく、派遣元会社から賃金が支払われるため）

事業所が派遣元 ⇒対象（雇用していて、賃金を支払っているため）

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあ
るため特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認
められています。特例の対象となるのは、以下の条件に当てはまる労働者です。

（１）精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
（２）試の使用期間中の者
（３）基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者
（４）軽易な業務に従事する者
（５）断続的労働に従事する者

このような場合、使用者が所轄の都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、最低賃金を下回る報酬で雇用契約を結ぶこと
が許されています。減額率については、厚生労働省によって上限が決まっています。

※特例許可制度

■直近1ヶ月の考え方

申請時直近の給与支払日、もしくは給与支払金額が確定した日を基準とする1ヶ月分です。

■記載事項 ＜労働基準法（法第108条、施行規則54条）＞

① 労働者氏名

② 性別

③ 賃金の計算期間

④ 労働日数

⑤ 労働時間数

⑥ 時間外労働時間数

⑦ 深夜労働時間数

⑧ 休日労働時間数

⑨ 基本給や手当等の種類と額

⑩ 控除項目と額
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対 象 者2.

賃金台帳の要件・記載事項3.



事業場内最低賃金の算出方法

月給 直近1ヶ月の月給（※2構成要素に算入されるもののみ）÷ ※31ヶ月平均所定労働時間数

日給 直近1ヶ月の日給（※2構成要素に算入されるもののみ）÷ 1日の所定労働時間数

時間給 直近1ヶ月の時間給（※2構成要素に算入されるもののみ）

日額 算入される手当（1ヶ月分） ÷ ※31ヶ月平均所定労働日数

時間額 算入される手当（1ヶ月分） ÷ ※31ヶ月平均所定労働時間数

項目 月給 日給 時間給

日数・時間数

年間所定労働日数 250日

1日の所定労働時間数 8時間

1ヶ月平均所定労働日数 20日（250日÷12ヶ月）

1ヶ月平均所定労働時間数 166時間（250日×8時間÷12ヶ月）

直近1ヶ月
の金額

月給・日給・時間給 250,000円 20,000円 850円

手当（算入されるもの） 10,000円

給与形態 時間換算額 計算式

月給 1,566円 時間換算額 （250,000円 + 10,000円） ÷ 166時間

日給 2,562円 時間換算額 （20,000円 + 10,000÷20日） ÷ 8時間

時間給 910円
時間換算額 850円 + 60円

手当（時間額） 10,000円 ÷ 166時間 ＝ 60円

★小数点以下は切捨て

◆基本情報◆ ※全て所定労働日数、労働時間数、手当を同一とした場合

◆時間換算額◆

（例）給与形態別の計算方法

算入されるもの 役職手当、職務手当、営業手当、技術手当等（算入されないものを除く全ての諸手当）

算入されないもの
＜限定列挙＞

賞与、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手
当、臨時の賃金（結婚祝賀金等）

「※2」時間給または時間換算額の構成要素

「最低賃金」の概念は、時間単価ですので、時間給以外の場合は下記のとおり時間換算額を算出する必要があります。
※1日給、時間給で算入される手当（1ヶ月分）がある場合、日額、時間額に換算して計算します。

（３パターン以外の給与形態の場合は、地方事務局までお問合せください。）

「※3」各平均の算出方法

1ヶ月平均所定労働日数 年間所定労働日数（365日 - 年間所定休日数）÷ 12ヵ月

1ヶ月平均所定労働時間数 年間所定労働日数（365日 - 年間所定休日数）× 1日の所定労働時間 ÷ 12ヵ月

「※1」算入される手当の日額、時間換算額の算出方法

4.

※ 実績報告時に地域別、事業場内最低賃金に増減があっても、申請時に算出した最低賃金が基準となります。



提出書類

確認項目 内容 確認方法 備考

人数
常時使用する従業員数 申請書

賃金台帳提出従業員数 賃金台帳 事業所全員分の提出が必要です。

労働基準法に
基づく記載事項

必須10項目 賃金台帳
10項目の記載があるかご確認ください。
（ 本資料「3.賃金台帳の要件・記載事項 」参照）

直近1ヶ月
対象期間

申請日 申請書

直近の
・給与支払日
・給与支払金額が確定した日

労働条件
通知書 申請日の直近で支払われた賃金台帳であるかを

確認します。

計算期間 賃金台帳

最低賃金
算出に

必要な情報

給与形態
労働条件
通知書

記載があるかご確認ください。
基本給

（月額・日額・時間額）
労働条件
通知書

手当名・手当の額 賃金台帳
時間換算額の構成要素に算入される手当を確認
します。

※年間所定労働日数
労働条件
通知書

情報が必要なパターン

1日の所定労働時間数
労働条件
通知書

公募要領、補助事業の手引きに記載されている①③のほか、 事業場内最低賃金の確認の為、併せて②の提出をお願いします。
※②については、労働条件に変更がある従業員、または新たに雇い入れた従業員がいる場合のみ提出してください。

給与形態
手当
(月額)

年間所定
労働日数

1日の所定
労働時間数

月給
有 ● ●

無 ● ●

日給
有 ● ●

無 ― ●

時間給
有 ● ●

無 ― ―

4.

※年間所定労働日数 … 1年間の暦日数から就業規則で定められた年間休日を差し引いた日数

★1年間の期間は、①申請日の当年、②提出した賃金台帳（直近1ヶ月）の賃金計算期間の前1年
のいずれかにて暦日数を計算してください。

（例）賃金計算期間：2022/5/1～2022/5/31の場合
①2022/1/1～2022/12/31
②2021/6/1～2022/5/31

確認事項5.

提出のタイミング
①賃金台帳

（直近１ヶ月）
②労働条件通知書
（雇入通知書）

③賃金引上げ枠に
係る実施報告書
（交付規程様式）

申請時 全従業員分 全従業員分 ―

実績報告時 全従業員分 ※該当者のみ ●

1年後の事業効果等状況報告時 全従業員分 ※該当者のみ ―


